
　　　　　　　知事部局再編案たたき台（案） ※第３回審議会提出資料

※「長野県行財政改革プラン」に掲げる「組織的課題」及び第1回、第2回の審議会における意見を踏まえ事務局（行政改革課）で作成 行政改革課

H19.4.1組織 H20.4.1組織（案） 業務の移管
（☆入●出）

１３部局 主な業務 １１部局 分　野　等 主　な　業　務
（☆移管後の追加業務）(＋部内局1)

※　アンダーラインは局を部とする想定。斜体文字は現状どおりの名称の部局。吹き出し部分は再編等の考え方を記載

危機管理局
○ 災害等危機管理

危機管理部 災害等危機管理
○ 災害等危機管理

○ 消防 ○ 消防

企　画　局

○ 県政の総合的企画・調整

企　画　部

　
　
　　県政の総合的
　　企画
　
　　各部局への分散
　　度が高く重要な
　　横断的課題

　（県の施策全般を
　　見渡す部）

○ 県政の総合的企画・調整

○ 政策評価 ○ 政策評価

○ 信州ブランド推進 ●観光部へ

○ 土地政策 ○ 土地政策

○ 交通政策 ○ 交通政策

○ 人権・男女共同参画 ○ 人権・男女共同参画

○ 国際交流 （多文化共生のみ存置） ●観光部へ

○ ボランティア・NPO活動推進 ○ ボランティア・NPO活動推進

○ 情報化推進、統計 ○ 情報化推進、統計

☆ 消費者、交通安全、芸術文化 ☆生環部から

☆ 青少年対策 ☆教委から

総　務　部

○ 人事、行政改革

総　務　部
　　人事・予算等
　　管理調整業務

○ 人事、行政改革

○ 予算、税 ○ 予算、税

○ 市町村行政 ○ 市町村行政

○ 広報、条例立案、情報公開 ○ 広報、条例立案、情報公開

○ 公有財産管理 ○ 公有財産管理

☆ 私学振興 ☆教委から

社　会　部

○
高齢者、障害者、児童（虐待）
等社会福祉

健康福祉部門 保健・医療・福祉

○
高齢者、障害者、児童（虐待）
等社会福祉

○ 生活保護等社会保障 ○ 生活保護等社会保障

○ 労働者福祉 ●商工労働部門へ

☆ 保育行政 ☆教委から

衛　生　部

○ 医療対策、健康づくり ○ 医療対策、健康づくり

○ 食品衛生・生活衛生 ○ 食品衛生・生活衛生

○ 薬事行政 ○ 薬事行政

○ 県立病院

病院事業部門 特別会計の県立病院 ○ 県立病院

生活環境部

○ 環境配慮型県行政の推進

環　境　部　門 豊かな環境づくり

○ 環境配慮型県行政の推進

○ 地球温暖化対策 ○ 地球温暖化対策

○ 自然環境保全 ○ 自然環境保全

○ 公害防止 ○ 公害防止

○ 生活排水対策 ○ 生活排水対策

○ 廃棄物対策 ○ 廃棄物対策

○ リサイクル促進 ○ リサイクル促進

○ 消費者、交通安全、芸術文化 ●企画部へ

商　工　部

○ 工業・商業振興

商工労働部門
商 工 業 振 興

労働・雇用対策

○ 工業・商業振興

○ 計量・高圧ガス取締り ○ 計量・高圧ガス取締り

○ 雇用対策、職業能力開発 ○ 雇用対策、職業能力開発

☆ 労働者福祉 ☆社会部から

観　光　部
○ 観光振興

観　光　部
観　光　振　興

交 流 の 拡 大

○ 観光振興

☆ 信州ブランド推進 ☆企画局から

☆ 国際交流（多文化共生を除く） ☆企画局から

農　政　部
○ 農業・水産業振興

農　政　部 農　業　振　興

○ 農業・水産業振興

○ 農業技術の改良普及 ○ 農業技術の改良普及

○ 農地整備 ○ 農地整備

林　務　部
○ 林業・木材産業振興

林　務　部 森　林　整　備
○ 林業・木材産業振興

○ 森林整備 ○ 森林整備

土　木　部

○ 道路、河川管理

土木建築部門
基盤整備・まちづくり

建設産業関連業務

○ 道路、河川管理

○ 都市計画 ○ 都市計画

○ 地すべり等災害防止 ○ 地すべり等災害防止

○ 公共事業入札・契約制度 ○ 公共事業入札・契約制度

住　宅　部
○ 建築基準 ○ 建築基準

○ 県営住宅その他住宅施策 ○ 県営住宅その他住宅施策
○ 県施設の営繕 ○ 県施設の営繕

会　計　局
（会計管理者）

○ 会計事務全般 会　計　局
（会計管理者）

地方自治法に基づく

会　計　事　務

○ 会計事務全般

○ 工事等に係る検査 ○ 工事等に係る検査

（教育委員会については知事部局の部局再編との関連部門のみ参考に記載）

教育委員会
事 　務　 局

○ 教育行政

教育委員会
事 　務　 局

教　育　行　政

○ 教育行政

　 　

○ 私学振興 ●総務部へ

○ 青少年対策 ●企画部へ

○ 保育行政 ●健康福祉部門へ

・県民生活部門の集約
・青少年対策について、本部と地
　方部の所管部局のねじれを解
　消し、一体的な取組体制づくり
・横断的課題への対応

高齢者、障害者などに対する
より効果的な施策を進めるため、
関係の深い保健・医療・福祉連携
のための部の統合

組織の大規模化への対応策とし
て、特別会計で独立性の高い部
門の（部内局等としての）分離

県民生活、文化部門を切り離
し、県の最重要施策の一つで
ある環境に特化した部へ再編

労働施策の一元化によ
る部の再編

国内外の交流の拡大を含む関連施策の集約

両部に分かれている開発許可・景観と、都市
計画・街路等都市施設整備を一体的に推進
し、都市計画行政の一元化を図る部の統合

条例上の部としての明確
な位置付け

私学の自主独立性を重視するため、教委から事務を移
管
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